
 

【審査の基準・点数】 

１ 審査員による審査について 

まちづくり活動支援事業 

主体性・協働性、公益性、独創性・先駆性、実現性、発展・継続性の５項目で審査します。 

２ 会場投票について 

会場投票は、以下の計算方法で算出します。 

会場点＝５点÷投票総数×得票数（小数点以下第３位四捨五入。） 

 

３ 採択基準点について 

１と２の合計点が１２．５点以上で採択となります。 

公開審査会における各団体

の説明・発表時間は、７分

間です。その後、７分間の

質疑応答を経て、採点を行

います。 

令和４年1月１５日（土） １２：３０ ～ 1５：３０ 

刈谷市民ボランティア活動センター 

令和３年７月1５日から

９月３０日までの間に申

請を受け付け、申請期間中

は刈谷市民ボランティア

活動センターや市民協働

課で随時申請のお手伝い

をいたしました。 

 かりや夢ファンドは、刈谷市民が「刈谷のまちをよくしていくこと」を自主的に行う

活動の誕生・発展を応援することで、市民主体で解決する力を育んでいくことを目的に

始まった資金支援制度です。 

 今年度の公開審査会では、３団体が申請内容を発表します。 スケジュール ※時間は進行により前後することがあります。 

次の団体の発表までに、印

象に残ったこと、応援コメ

ント等を、投票用紙のメッ

セージ欄に記入をお願い

します。 

（令和２年度に寄附していただいた皆さんです。） 

 岩渕道久 様 株式会社ジェイテクト 様 

株式会社デンソー 様 

株式会社豊田自動織機 様 

アイシン精機株式会社 様 

トヨタ紡織株式会社 様 

トヨタ車体株式会社 様 

豊田通商株式会社 様 

刈谷市民ボランティア活動センター来場者 様 

愛知製鋼株式会社 様  
 

令和３年度かりや夢ファンド補助金 

公開審査会プログラム 
申請から補助金交付までの流れ 

高校生以上の人ならどなたでも投票できます。 

刈谷のまちづくりにふさわしいと思う提案を２つ選んでください。 

※１つのみや３つ選んだ場合は無効となります。 

 

申請事業の採択は、審査員の合計得点の平均点に来場者の「会場投票」に

よる得点を加算した合計点で決定します。 

審査の流れ 

申請書類は、令和３年1１

月５日に開催した「共存・

協働のまちづくり推進委

員会第２回夢ファンド部

会」にて意見交換を行い、

申請書だけでは伝わりづ

らい点を確認し、申請団体

へお伝えしました。 

 

令和４年1月１５日に公

開審査を行い、審査員によ

る審査と会場投票により、

補助金の交付先を決定し

ます。 

 

内　容

12:30 30分 受付開始

13:00 15分 開会・概要説明

13:15 18分 まちづくり活動支援事業補助金①　傳兵衛クラブ刈谷

13:35 18分 まちづくり活動支援事業補助金②　なかよし広場

13:55 18分 まちづくり活動支援事業補助金③　刈谷映画倶楽部

14:15 60分 審議・採点

15:15 15分 結果発表・講評

15:30 15分 閉会

時　間

【お問合せ先】 刈谷市役所 市民協働課 協働推進係  

〒448-8501 刈谷市東陽町1-1  

TEL:0566-95-0002 FAX:0566-27-9652 E-mail：kyodo@city.kariya.lg.jp 


